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6 地域公共交通網形成に必要な事業 

6.1 計画目標達成のために取り組む施策の体系 
盛岡市地域公共交通網形成計画では、『つながり合うひと・まち・暮らしのパートナー みんなで使って未来に引き継ぐ公共交通』という基本理念、５つの基本方針のもと、５つの計画目標を定めています。 

この目標を実現するため、４つの施策の柱ごと、16 の施策、39 の事業に取り組みます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

計画の基本方針 
 

計画の目標 
 目標達成のために取り組む施策・事業 

      
  施策の柱 取り組み施策 事 業 ページ 

        

１ 市内・市内外との移動を支える公共
交通網の形成 

 市民の暮らしの質を高め、コンパクトな都市
構造の形成を促進する拠点間の結びつきを
強化するとともに、田園・中山間地区の集落
内の移動や最寄りの拠点との連絡、周辺都市
の住民生活に必要な広域移動や観光、ビジネ
スなどに対応した公共交通網を形成し、それ
を踏まえた交通結節点を適切に設定する。 

 

①公共交通の満足度の向上 
 公共交通に関する様々な取り組みに対

する総合的な目標として、市民及び公共
交通利用者が公共交通に対して抱く安
心感、公共交通に関するサービスに対す
る満足度を向上させる。 

 

施策の柱１ 
公共交通網の再編 

１）路線バス運行の効率化と路線網の見
直し・再編 

1．都南バスターミナル廃止に伴うバス路線の再編 89 
  2．（仮称）新盛岡バスセンター整備に伴う路線系統の見直し 89 
  3．スクールバス・患者輸送バスの地区生活線との運行形態などの見直し 90 
  4．交通空白地区を解消する移動手段の確保・導入 91 
  5．利用者のニーズに応えるダイヤへの見直し 93 
  6．鉄道駅を活かす連絡バス路線確保 93 
  7．自動運転などの新技術の導入可能性の検討 94 
 ②居住誘導区域内の利便性の向上 

 目指す都市構造形成において重要な中
心部や拠点地区の人口集積維持、促
進の支援、交通需要の大きさに応じたメ
リハリある交通サービス確保を目標とし
て、立地適正化計画で設定される居住
誘導区域における公共交通の利便性を
向上させる。 

 8．LRT（次世代型の路面電車）や BRT（バス高速輸送システム）などの新交通システムの研究 95 

２ 持続可能な公共交通網の形成 
 まちづくり、観光などの施策や、市民、来訪

者などの移動のニーズに応じて、交通結節点
間の連絡や地区内の移動を、鉄道、バス、タ
クシーなどの交通手段の選択と、運行の頻度
や方法、時間帯、使用車両などを適切に組み
合わせることで、効率的で持続可能な公共交
通網を形成する。 

  
２）鉄道の利活用、利便性向上 

9．JR 田沢湖線の新駅整備 96 
  10．JR 山田線の利活用 97 
  

３）交通結節点の整備、機能拡充 

11．（仮称）新盛岡バスセンターの整備 97 
  12．中心結節点、地域結節点、乗り継ぎ点に相応しい機能や設備の検討 98 
  13．国道４号渋民バイパス沿いに整備計画中の「道の駅」における、地区内交通などとの連携機能などの確保  100 

  

施策の柱２ 
利便性を高めるサービス
の改善 

４）交通系 IC カードなどの活用 
14．交通系 IC カードなどの導入（鉄道、バス共通利用可能）の推進 101 

３ 誰もが利用しやすい交通環境の構築 
 高齢者や障がい者などの市民のほか、国内外

からの観光客などの来訪者にもわかりやす
く、利用しやすい公共交通ネットワークや、
利用の仕組み、環境を構築する。 

 利用者の利便性向上のため、バスロケーショ
ンシステムの更新や、交通系 IC カードなど
の導入について推進する。併せて、交通事業
者の経営戦略や公共交通計画の改善の検討
に、交通系 IC カードにより得られる様々な
データの活用を図る。また、国などの動向を
注視しながら自動運転などの新技術の導入
可能性の検討や、LRT・BRT などの新交通
システムについて研究を行う。 

 
③公共交通の利用拡大･運行効率の向上  

 公共交通網の形成ならびに適切なサー
ビスの拡充、利用環境整備などの取り組
みの結果として、自動車交通などから転
換する新たな利用、既存利用者の利用
回数の増加による公共交通の利用拡大
を図る。 

 公共交通運行に必要な人、車両、エネ
ルギーなどの最適化による生産性向上や
環境負荷低減を図り、持続可能性を高
める目標として、運行効率を向上する。 

 15．交通系 IC カードなどの導入を見据えた利用促進につながる運賃制度の検討 102 
  ５）路線バスの運行定時性の確保 16．道路新設・改良に合わせたバスベイの設置 103 
  

６）情報の伝え方の改善・充実 

17．わかりやすい行き先案内表示（方面別整理、車内案内など） 104 
  18．バス停の更新整備 105 
  19．バス停の統合及びバス停名の統一化 106 
  20．バスロケーションシステムの更新整備の推進 107 
  21．わかりやすい的確な公共交通利用情報の提供 109 
  

７）バス停の使いやすさの向上 

22．バス停上屋の整備 111 
  23．市民との協働によるバス停周辺の除雪の実施（雪かきくん） 112 
  24．バス停周辺の駐輪場の整備 113 
  ８）車両のバリアフリー化 25．ノンステップバス導入に対する補助制度の実施 114 
 

④公共交通網の機能の確保 
 市内の多様な公共交通手段、その路線

や系統、鉄道駅やバス停留所までのアク
セス交通手段（徒歩、自転車、自家用
車など）を有機的につなぎ、公共交通網
を構築する目標として、核となる機能、新
たな機能を確保する。 

 ９）外国人観光客への対応の推進 26．交通案内や情報の多言語化 115 

４ 行政、交通事業者間の協力と連携の推進 
 市内の多様な交通手段の位置付けや役割を

明確にした上で、運行の共同化や統合、乗り
継ぎの抵抗を低減する仕組みや体制づくり
を進めるため、行政、交通事業者の協力と連
携を推進する。 

  10）接客サービスの向上 27．運転士などの接遇や対応の教育実施や対応マニュアルの整備 116 
  11）環境負荷の低減 28．EV・FCV 車両、充電・充填設備の導入・整備の検討 117 
  

施策の柱３ 
利用促進への協働の取
り組み 

12）公共交通への関心・理解の向上、利
活用意識の喚起 

29．バスの日まつりの開催 118 
  30．利用体験会などの開催 119 
  31．地区毎のモビリティ・マネジメントなどの実施 120 
  32．祭事や各種イベント開催時などにおける公共交通利用の働きかけ及び利用しやすい環境づくり 121 
  13）高齢者の移動への支援 33．まちなか・おでかけパス事業の継続実施 122 

５ 市民や地域による積極的な関わりの推進 
 市民が公共交通の必要性や維持への理解を

深め、公共交通の利用促進につながるよう、
行政と交通事業者が連携して市民との協働
による取り組みを継続的に展開する。また、
市民・地域が主体的に運営する地域交通の仕
組みを検討する。 

  14）市民・地元企業・交通事業者・行政
の協働 

34．市民や地域が主体的に公共交通について考える会などの開催 123 
 

⑤公共交通と市民の関わりの増加 
 市民が暮らしの中で必然的に公共交通

を選択して利活用する姿を実現する目
標として、公共交通と市民の関わりを増
加させる。 

 35．市民と交通事業者を交えた意見交換会の開催 123 
  

15）率先する行政の取り組み 
36．市職員の通勤時、公務移動の公共交通利用の環境構築 124 

  37．国・県・公的団体に対する公共交通利用の働きかけ 124 

  施策の柱４ 
運行や事業への支援 

16）交通事業者・交通事業運営団体へ
の支援 

38．運転士不足問題の解消など必要な支援のあり方などの検討 125 

  39．地域が運営する交通に対する支援など 126 
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6.2 目標実現のための取り組み事業 
(1) 取り組み事業の推進に関する「盛岡市地域公共交通会議」構成員の役割 

「盛岡市地域公共交通会議」は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第 6 条第１項の規

定に基づく「法定協議会」であり、盛岡市地域公共交通網形成計画の作成、網形成計画の実施に必

要な協議を行う組織（盛岡市地域公共交通会議設置要綱）です。法定協議会では、参加（協議）の

要請を受けた者の応諾義務、参加者には協議が整った事項に対する尊重義務があるとともに、計画

の実施において法定協議会自体が補助対象事業者となることも可能です。 

このことから、「盛岡市地域公共交通会議」は、当該計画を推進する実行組織となり、構成員（組

織）は取り組み事業を推進する上での重要な役割を担っています。 

 
表 6-1 取り組み事業の推進に関する盛岡市地域公共交通会議構成員の役割 

立 場 役 割 

市 
市民、交通事業者、ほかの行政などの関係機関との連絡調整の要となり、
計画全体の進捗管理、施策の評価と必要な見直しに関する統括的な役割
を担います。 

公共交通事業者 交通事業の経営・運行の主体として、確実、安全で効率的な運行、必要
な情報などの収集や提供、発信を行います。 

住民・利用者 
運送事業実施主体 

主体的に公共交通を利用するとともに、計画の実施や改善に対する提案
や必要に応じて運行の主体となるなど、公共交通に積極的に関わります。 

公共交通事業者の 
運転者による団体 計画の実施や改善に対する意見や提案を行います。 

道路管理者 
交通管理者 
公安委員会 

道路、交通行政の観点から計画の実施や改善に関する検討、判断を行い
ます。 

学識経験者 地域公共交通会議における協議、計画の実施、改善に対するアドバイス
やコーディネートを行います。 

旅客輸送事業管理者 旅客輸送行政に関する総括の観点から計画の実施や改善に関する検討、
判断を行います。 

地域関係者 計画の実施、改善に対する意見や提案を行うとともに、行政や関係機関、
交通事業者と連携した取り組みの展開を図ります。 
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(2) 目標実現のための取り組み事業 

施策の柱１:公共交通網の再編 

 

取り組み１:路線バス運行の効率化と路線網の見直し・再編 

 鉄道と路線バス、タクシー（小規模な需要に応じた乗合利用を含む）などの既存交通事業者とともに、

スクールバス・患者輸送バス、自治会などの地区の共助による運行、さらに自動運転などの先端技術を活

用した移動手段などの利活用や新たな導入を視野に入れ、地域の公共交通が持続的に確保できる体

制、支援のあり方を適切に組み合わせた市内全体をカバーする公共交通網の構築を目指し、路線バスの

運行効率化と利用者のニーズや医大附属病院の移転などの需要の変化に対応できるよう、バス路線網

の見直し、再編について検討します。 

 全体の路線網は、各地域や地区に交通の拠点となる中心拠点、地域拠点、乗り継ぎ点を確保し、これ

らを効率的に連絡する路線や運行の方法を検討します。見直し、再編は、車両及び運転士を効率的に

運用して、利用者の多い地区のサービス向上、利用者の少ない地区の適切なサービスの確実な提供、高

齢化などによる運転士不足への対応、交通渋滞や環境負荷の低減、運行経費削減を図るとともに、わか

りやすさ、利用しやすさを向上するため、既存のゾーンバスシステム、都南バスターミナル廃止への対応、

（仮称）新盛岡バスセンターの整備を活かしつつ検討します。 

 また、公共交通における自動運転などの新技術の活用の検討、新しい交通システムの可能性などの調査・研

究を行います。 

 

事業１ 都南バスターミナル廃止に伴うバス路線の再編 

概 要 

廃止予定となっている既存の都南バスターミナルの機能を、JR 東北本線岩手飯岡駅に移転

し、鉄道と路線バスの結節を強化しつつ、岩手飯岡駅を交通の拠点とした都南地区のバス路

線の再編を実施します。 

実施主体 盛岡市・バス事業者 

実施スケジュール 
（年度） 

2019 2020 2021 2022 2023 2024～ 

 
   

 
 

 

事業２ （仮称）新盛岡バスセンター整備に伴う路線系統の見直し 

概 要 

（仮称）新盛岡バスセンター整備（2021 年度中の供用開始予定）に合わせ、これを活

用して、市内の拠点と中心部との連絡性、中心部内の回遊性の向上と既存路線・系統の統

廃合による運行の効率化が行えるよう、既存の路線バスの見直しを供用開始に合わせ実施

します。 

実施主体 盛岡市・バス事業者 

実施スケジュール 
（年度） 

2019 2020 2021 2022 2023 2024～ 

   
   

  

再編の検討 
地元・バス事業者協議 再編実施 

見直し検討 バス事業者協議 実 施 
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事業３ スクールバス・患者輸送バスの地区生活線との運行形態などの見直し 

概 要 

スクールバス・患者輸送バスの機能を確保しながら、買い物などの地域住民の生活に必要な

交通手段を確保するために、路線バス及び小規模な需要に対応する新たな移動手段とスク

ールバス・患者輸送バスの運行を一体化する方策を検討し、地元住民や関係機関との協議

調整が整った路線から順次再編を検討します。 

実施主体 盛岡市・市民（地域）・タクシー事業者・バス事業者 

実施スケジュール 
（年度） 

2019 2020 2021 2022 2023 2024～ 

 
 

 
   

 

路線バス・患者輸送バス・スクールバスが並行して運行 

 
 

統合した新しい交通手段が運行 

 
 

図 6-1 複数の交通手段を統合して運行するイメージ 
 

  

路線バス 

スクールバス 

患者輸送バス 

鉄道駅 

病院 

学校 

商業施設 

統合した新しい交通手段 

鉄道駅 病院 

学校 

商業施設 

地元・関係機関協議
実証実験 導入の検討 
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事業４ 交通空白地区を解消する移動手段の確保・導入 

概 要 

公共交通の利用ができない交通空白地区（鉄道駅を中心とした半径 800m の範囲外、バ

ス停を中心とした半径 300m の範囲外）の移動手段を確保するため、需要の大きさや地元

住民のニーズを踏まえた上で、確保する交通サービスの内容（頻度、運賃、ルート、運営の

方法など）が適切かつ効率的で持続可能なものとなるよう、タクシー車両やタクシー事業者を

活かした移動手段の確保・導入、自治会などの地区の共助による移動手段の確保・導入な

どについて検討を行い、地元住民や関係機関との協議調整が整った地区に導入していきま

す。 

実施主体 盛岡市・市民（地域）・タクシー事業者・バス事業者 

実施スケジュール 
（年度） 

2019 2020 2021 2022 2023 2024～ 

－ 
    

 

 

 
 

 

 
図 6‑2 交通空白地区を解消する交通手段のイメージ  

家族などが送迎 

遠距離自転車通学 

バスが利用できない 

家族などが送迎 

徒歩移動 

乗合タクシー 

自動運転技術活用 

スクールバス混乗 

コミュニティバス 
交通空白地有償運送 

公共交通空白地区:公共交通が利用できない環境 

公共交通を使って移動できる環境 

移動手段の検討 地元・関係機関協議 実 施 地区の選定 
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種 類 特  徴 

コミュニティバス 
乗合タクシー 

 地域内や集落と拠点間の移動手段として、行政や行政から依頼を受けた民間事業者が運
行主体となり、比較的規模の小さい区域で運行される乗合交通。 

 利用者が少なく、路線バス運行が成立しない地域で行政が関与して運行されているのが
特徴。 

 定時定路線（決められた時刻表とルート）で運行する場合のほか、利用者の要望（デマ
ンド）に応じて柔軟な時刻や路線で運行する場合がある。 

 車両は多人数の乗車が可能なバス車両を用いる場合もあれば、タクシー車両（セダンタ
イプやジャンボタイプ）を用いる場合もある。 

公共交通空白地 
有償運送 

 主に地域住民を対象に、営利に至らない範囲の対価で、NPO法人、医療法人、社会福祉
法人、認可地縁団体などが、道路運送法第79条の規定による登録を受けて自家用自動車
で運行する乗合交通。 

福祉有償運送 

 介助が必要な高齢者や障がいのある対象者に限定し、営利に至らない範囲の対価で、NPO
法人、医療法人、社会福祉法人などが、道路運送法第79条の規定による登録を受けて自
家用自動車で運行するもの。 

 原則として、ドアツードアの個別輸送である。運送登録者が、介護保険の訪問介護事業
者として認定を受けていれば、介護保険適用も可能。 

ボランティア輸送  道路運送法によらない無償運行で、許可や登録を必要としない。 
 利用者は、ガソリン代などの実費のみを負担して、運送してもらうもの。 

 
図 6‑3 小規模な交通需要に対応する交通手段の種類と特徴  

路線バス 

乗合タクシー 
コミュニティバス 

公共交通空白地有償運送 

福祉有償運送 
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輸送の密度 

利
用
者
の
特
性 

乗合輸送 
（輸送密度が高い） 

（
利
用
者
は
不
特
定
） 

（
利
用
者
が
特
定
さ
れ
る
） 

乗合タクシー 
コミュニティバス 

不定期定路線運行 
不定期区域運行 

定時定路線運行 

公共交通が不便、利用できない地域・
地区の移動手段と成り得る交通 

公共交通が利用可能な地域・地区の交通 

スクールバス・送迎バス 
ボランティア運送 

タクシー 

個別輸送 
（輸送密度が低い） 
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事業５ 利用者のニーズに応えるダイヤへの見直し 

概 要 

日常生活の通勤・通学、通院、買い物などの移動目的に適した運行間隔、運行時間帯へ

の見直し、週末、祝日の街歩きや市内の観光に便利な運行間隔、運行時間帯への見直し

を検討します。また、岩手医大附属病院の移転に伴う、盛岡市立病院など市内の医療機関

への新たなニーズに沿ったダイヤも合わせて見直しを検討します。 

実施主体 バス事業者・盛岡市・商業及び観光などの関係機関 

実施スケジュール 
（年度） 

2019 2020 2021 2022 2023 2024～ 

  
 

   

 

事業６ 鉄道駅を活かす連絡バス路線確保 

概 要 

既存の鉄道網・鉄道駅、新たな鉄道駅と地域の拠点や主要施設を連絡するバス路線の確

保について、鉄道と路線バスが適切に役割分担し、無駄のない確実な公共交通網となるよう

再編案を検討します。 

実施主体 盛岡市・バス事業者 

実施スケジュール 
（年度） 

2019 2020 2021 2022 2023 2024～ 

－ 
  

 
 

 

 

 
図 6-4 岩手飯岡駅に接続する路線バス 

  

岩手飯岡駅 

検討・実施 

再編案の検討 バス事業者・関係機関協議 実 施 
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事業７ 自動運転などの新技術の導入可能性の検討 

概 要 
国などの動向を注視しながら、自動運転などの新技術を活用も含めた新しい交通システムな

どの導入の可能性について検討します。 

実施主体 盛岡市・バス事業者・タクシー事業者 

実施スケジュール 
（年度） 

2019 2020 2021 2022 2023 2024～ 

 
     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-5 自動運転サービスの運行管理システムの例 
出典：国土交通省東北地方整備局道路部交通対策課記者発表資料 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 6-6 自動運転サービスを運行させるビジネスモデルの例 
出典：国土交通省東北地方整備局道路部交通対策課記者発表資料 

国土交通省は、高齢化が進行する中山間地域における人流・物流の確保、2020 年までの社会実装を実現す
るため、自動運転に対応した道路空間の基準などの整備、地域の実情に応じた運行管理システムやビジネスモ
デルの構築に向けたより実践的な実証実験のひとつとして、道の駅「かみこあに」（秋田県上小阿仁村）を拠点
とした自動運転サービス実証実験を行っています。 

検 討 
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事業８ 
LRT（次世代型の路面電車）や BRT（バス高速輸送システム）などの新交通システムの

研究 

概 要 

市民団体から要望がある LRT や BRT などの新交通システム導入に伴う中心市街地活性化

や環境負荷の低減などの利点及び、交通環境に及ぼす影響や事業の採算性の課題につい

て、先進地の事例や運用実績を注視しながら、継続して調査・研究をします。 

実施主体 盛岡市 

実施スケジュール 
（年度） 

2019 2020 2021 2022 2023 2024～ 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-7  LRT（次世代型の路面電車）の例 

※LRT とは、Light Rail Transit の略で、低床式車両（LRV）の活用や軌道・電停の改良による乗降の
容易性、定時性、速達性、快適性などの面で優れた特徴を有する次世代の軌道系交通シス
テムのことです。 

※BRT とは、Bus Rapid Transit の略で、バス車両を用いて大量輸送を行う交通システムを指し、バス
停の改良による乗降の容易性、専用車線や優先的な信号運用などを伴って定時性、速達性
を確保するなどの特徴を有し、日本ではバス高速輸送システムと呼ばれています。 

 

市民団体などからの提言書 

 平成２６年１０月 「盛岡中心市街地活性化提言書」 
（株式会社川徳・岩手自動車販売株式会社・三田農林株式会社（ＫＭＣ）） 

 平成３０年１０月 「盛岡市へのＬＲＴの導入とまちなかの賑わい創出に関する提言書」 
（もりおか交通まちづくりＬＲＴフォーラム・特定非営利活動法人環境パートナーシップいわて・クロステラス盛岡（三田農林株式会

社）・ＭＯＳＳビル（岩手自動車販売株式会社）・株式会社川徳・ななっく株式会社） 

調 査・研 究 
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取り組み２:鉄道の利活用、利便性向上 

 既存鉄道網の利活用と利便性向上のため、JR田沢湖線新駅整備に向けた検討を進めるとともに、JR山

田線の利用促進を検討します。 

 

事業９ JR 田沢湖線の新駅整備 

概 要 
JR田沢湖線の盛岡駅と大釜駅の間の前潟地区への新駅整備に向けた検討を進め、実現を

目指します。 

実施主体 盛岡市・鉄道事業者 

実施スケジュール 
（年度） 

2019 2020 2021 2022 2023 2024～ 

   
 

 
 

※上記スケジュールは、検討・調整状況により変更となる場合があり、あくまで市が目指すものとなります。 

 

 
図 6-8 JR 田沢湖線の新駅設置予定地 

  

詳細設計 駅工事 供用開始 関係機関調整 
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事業 10 JR 山田線の利活用 

概 要 
公共交通機関として信頼度の高い鉄道網を確保し、沿線地域の交通の利便性を高めるた

め、JR 山田線の利用促進を検討し、利活用に係るパンフレットなどを作成します。 

実施主体 盛岡市・鉄道事業者 

実施スケジュール 
（年度） 

2019 2020 2021 2022 2023 2024～ 

 
     

 

 

図 6-9 JR 山田線 

 
 

取り組み３:交通結節点の整備、機能拡充 

 鉄道と路線バス、タクシーなどの多様な交通手段をつなぎ合わせる交通結節点の整備・機能拡充について

検討、推進します。 

 中心交通結節点として必要な機能を備えた（仮称）新盛岡バスセンターの整備、国道４号渋民バイパス

沿いに整備計画中の「道の駅」における自動運転技術などを活用した新たな地区内交通の導入に必要な機能

や条件検討など、地域交通結節点や乗り継ぎ点に求められる機能や設備、整備のあり方について検討し

ます。 

 

事業 11 （仮称）新盛岡バスセンターの整備 

概 要 
中心結節点として、盛岡バスセンター跡地に交通機能と集いや交流などの機能を併せ持った

（仮称）新盛岡バスセンターを整備します。 

実施主体 盛岡市・バス事業者・関係機関 

実施スケジュール 
（年度） 

2019 2020 2021 2022 2023 2024～ 

   
   

  

 調査・検討 パンフレットなど作成 配 布 

計画策定 
設 計 

設 計 
整 備 供 用 
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事業 12 中心結節点、地域結節点、乗り継ぎ点に相応しい機能や設備の検討 

概 要 
中心結節点、地域結節点、乗り継ぎ点に求められる交通の結節に必要な機能や設備など、

その整備のあり方について、地区の特性を踏まえて検討します。 

実施主体 盛岡市・バス事業者・鉄道事業者・タクシー事業者・商業施設などの関係機関 

実施スケジュール 
（年度） 

2019 2020 2021 2022 2023 2024～ 

－ 
  

   

 
 

表 6-2 交通結節点で確保することが望まれる機能や設備など 

 機 能 設備など 

基
本
と
な
る
機
能 

交通手段相互の確実な連絡 
 交通手段を相互に利用するために必要な乗降場や駐停車施設 
 想定すべき交通手段（徒歩、自転車・バイク、鉄道、バス（路線バ

ス･送迎バス･高速バス）、タクシー、自家用車） 

わかりやすさ、使いやすさ 

 交通結節点自体の設置場所のわかりやすさ、特にバス停は目立つ
工夫 

 交通結節点周辺、アクセスする主要な経路のバリアフリー化 
 移動の動線に配慮した乗降場や通路などの配置 

スムーズな乗り換えや乗り継ぎ 

 交通手段間、特にバス相互の乗り継ぎ時の水平移動、垂直移動が
少なくなる乗降場配置や通路、エレベーター・エスカレーターなど 

 バスや鉄道の乗り継ぎ、バス相互の乗り継ぎに必要十分で極力短い
時間とした運行ダイヤの設定 

安心できる待合い環境 

 大きく、見やすい時刻表や行き先案内の表示 
 接続する交通の状況や到着時間などのリアルタイムな情報を知るた

めのバスロケーションシステムや情報案内システム 
 乗車券や定期券などが購入できる案内所や提携している施設などの

併設 
 交通系 IC カードなどへのチャージができる設備 
 雨風、特に雪･寒さへの配慮があり、季節や天候の影響を受けにくく

する上屋や提携している施設などの併設 
 早朝や夜間などでも利用に不安を与えない照明や防犯カメラ、通報

設備など 

快適な待ち合い環境 
 トイレやベンチなどの休憩施設 
 自動販売機など 

付
加
的
な
機
能 

地域づくり・まちづくりの支援 

地域活動などとの連携 

 日常的な人の集い、にぎわい、憩いの空間となる都市施設がまとまっ
て立地する区域や、田園の集落の核的な施設と一体的に交通結
節点を設け、地域での集会や趣味活動などと公共交通利用を連携
させ、公共交通の利用者確保・増加につなげるとともに、地域づくり
やまちづくりの誘導・支援を図る 

 拠点として物理的・心理的なランドマーク、景観形成要素になるよう
な配慮 

 地域、観光、生活関連情報を受発信できる設備や仕組み 
 
  

調 査 整備のあり方検討 
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図 6-10 基幹バスと支線バスをつなぐ地域結節点として機能している松園バスターミナル 

 

図 6-11 中心結節点として機能している JR 盛岡駅  
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事業 13 
国道４号渋民バイパス沿いに整備計画中の「道の駅」における、地区内交通などとの連携機

能などの確保 

概 要 

道の駅の整備計画に反映するため、自動運転技術などを活用した新たな地区内交通の導

入を図る場合の施設側に必要な機能や条件などを検討するとともに、自家用車利用以外の

観光客が道の駅にアクセスできるバス路線などの再編について検討します。 

実施主体 盛岡市・関係機関 

実施スケジュール 
（年度） 

2019 2020 2021 2022 2023 2024～ 

 
  

   

 
 

 
 

図 6-12 道の駅の整備イメージ 
出典：盛岡市 

  

機能・条件検討 路線再編の検討 
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施策の柱２:利便性を高めるサービスの改善 

 

取り組み４:交通系 IC カードなどの活用 

 鉄道と路線バスの運賃について、わかりやすく、使い勝手のよい体系や支払い方法、乗り継ぎ時の負担を

軽減する割引制度などのあり方や実現方法について検討します。 

 異なる交通事業者や交通手段を意識しない利用環境構築のため、スムーズな運賃の支払いや精算に有

効な交通系 IC カードなどの導入を推進します。交通系 IC カードは、運賃支払いとともに、利用区間や利

用時間などの様々なデータの蓄積が可能で、車両運行管理データと合わせて情報分析することで、運行

経路やダイヤの素早い適切な見直しにも寄与します。さらに、公共交通網全体の継続的な見直しにも活

用できるため、これらビッグデータの活用なども視野に入れるとともに、日本版 MaaS の実現に向けての国な

どの動向を注視しながらシステムの導入、活用方策について検討します。 

MaaS とは:Mobiliy as a Service の略で、ICT を活用して交通をクラウド化し、運営主体にかかわらず、マイカー以外の
すべての交通手段によるモビリティ（移動）を１つのサービスとしてとらえ、シームレスにつなぐ新たな「移動」の概
念。                                   出典：国土交通政策研究所報第 69号 2018 年夏季 

事業 14 交通系 IC カードなどの導入（鉄道、バス共通利用可能）の推進 

概 要 
市内の鉄道・バス・タクシーの交通事業者にとって適切な交通系 IC カードなどの早期導入を

目指します。 

実施主体 盛岡市・バス事業者・鉄道事業者・タクシー事業者・岩手県・周辺市町 

実施スケジュール 
（年度） 

2019 2020 2021 2022 2023 2024～ 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

図 6-13 交通系 IC カードの利用イメージ  

異なるバス事業者間でも使える。 

異なる鉄道事業者間でも使える。 

交通系ICカード 

読み取り機にかざすだけで使える。 

買い物にも使える。 

バスの利用 

事業者調整 

関係機関調整 

鉄道の利用 
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事業 15 交通系 IC カードなどの導入を見据えた利用促進につながる運賃制度の検討 

概 要 

交通系 IC カードなどの導入を前提に、既存の現金やバスカードによる運賃支払いや精算では

難しかった、乗り継ぎ割引、多頻度利用者の割引率アップや他のサービスと連携したポイントの

付与、ゾーン運賃や時間内フリーパスなどの運賃制度や割引制度の実施について検討しま

す。 

実施主体 バス事業者・鉄道事業者・タクシー事業者 

実施スケジュール 
（年度） 

2019 2020 2021 2022 2023 2024～ 

  
 

   

 

基本ポイントの付与:宮城県仙台市の交通系 IC カードでは、地下鉄、市バスなどを利用すると、それぞれのその月の
乗車回数や利用金額に応じてポイントが貯まります。１回毎の運賃に乗車回数に応じたポイント
率を乗じて計算します。 

 

 
 

乗継ポイントの付与:地下鉄と市バス、または地下鉄と宮城交通・ミヤコーバス（高速バスを除く）を 60 分以内に乗
り継ぐとポイントが貯まります。60 分以内であれば、どの駅、どの停留所から乗り継いでもポイント
が貯まります。 

 
 

図 6-14 交通系 IC カードを活用した利用ポイント付与の例 
出典：仙台市交通局 

  

交通系 IC カード導入の着手時検討開始 
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取り組み５:路線バスの運行定時性の確保 

 公共交通軸の多車線化の整備にあわせて、バスベイ設置などの道路環境整備に引き続き取り組み、路

線バスの運行定時性の確保を図ります。 

 

事業 16 道路新設・改良に合わせたバスベイの設置 

概 要 既存道路の改良、道路の新設に合わせ、バス停におけるバスベイの設置を図ります。 

実施主体 盛岡市・交通管理者・道路管理者 

実施スケジュール 
（年度） 

2019 2020 2021 2022 2023 2024～ 

    
 

 

 

 
 

 
 

図 6-15 バスベイの設置例 
  

継続実施 
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取り組み６:情報の伝え方の改善・充実 

 市民や外国人観光客も使いやすく、わかりやすい交通に関する案内や情報を、無料公衆無線 LAN（フリ

ーWi-Fi）などを含むインターネットなどを介した電子媒体、多言語表記、音声案内、高齢者に馴染みの

ある時刻表冊子などの多様な媒体で発信する方法について検討し推進します。 

 また、既存のバスロケーションシステムについて、経済性やデータ更新の容易さなどに加え、車両管理システ

ムとの連携も勘案した更新整備を検討します。 

 

事業 17 わかりやすい行き先案内表示（方面別整理、車内案内など） 

概 要 

行き先や経由地の案内について、バス車両などの前面や側面の表示や車内案内をわかりや

すくするための、方面別の整理や記号などの統一化などの工夫について、鉄道、バス事業者、

乗合交通を運行するタクシー事業者間で統一、整合を図った表示や案内を実施します。 

実施主体 盛岡市・バス事業者・鉄道事業者・タクシー事業者 

実施スケジュール 
（年度） 

2019 2020 2021 2022 2023 2024～ 

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6-16 各バス事業者の行き先案内表示 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

図 6-17 京都市バスの系統番号表示デザイン 
出典：京都市交通局 

  

同じ方面でもバス事業者によって表示が異なる 

■岩手県北バスの表示 

 アルファベットと 2 けたの数字の組み合わせ 

■岩手県交通の表示 

 ３けたの数字 

■JR バス東北の表示 

 行き先のみ  

系統番号・表示色 

経由する通りを表すラインカラー 

バス車両前後の表示 バス乗車口横の表示 

交通事業者調整 実 施 
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事業 18 バス停の更新整備 

概 要 

バス停で利用者に発信する運行ダイヤなどの情報のわかりやすさ向上と更新情報の新鮮さや

正確さを確保するために有効なインターネットなどの通信手段やデジタル機器を活用した新し

いバス停への更新整備について検討します。 

実施主体 バス事業者 

実施スケジュール 
（年度） 

2019 2020 2021 2022 2023 2024～ 

   
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

バス停・方面表示・モニターのデザイン統一 大型モニターによる情報提供 
 【京都市内のバス停】 出典：京都市交通局 【盛岡駅 13 のりばバス停】 

図 6-18 情報提供やデザインに配慮したバス停更新の例 

 
 

 
【2017 年度盛岡市立高校商業科の生徒による「バス停に新たな魅力をつけて利用促進を図る提案」】 

図 6-19 バス停に新たな魅力を加える提案の例 
 

  

検 討 



 

106 

事業 19 バス停の統合及びバス停名の統一化 

概 要 
バス事業者別に設置されているバス停の集約統合、同一地点で異なるバス停名称の統一に

ついて検討します。 

実施主体 バス事業者・盛岡市 

実施スケジュール 
（年度） 

2019 2020 2021 2022 2023 2024～ 

 
     

 
 

 
図 6-20 開運橋バス停:同じ名称のバス停が３基設置されている例 

 

 
図 6-21 「啄木記念館前」と「玉山農協前」:同じ場所のバス停名称が異なる例 

開運橋 

（岩手県北バス） 

開運橋 

（でんでんむし） 

開運橋 

（岩手県交通） 

玉山農協前（岩手県交通） 
啄木記念館前 

（岩手県北バス・JR バス東北） 

バス事業者調整 
検 討 



 

107 

事業 20 バスロケーションシステムの更新整備の推進 

概 要 
既存のバスロケーションシステムについて、経済性やデータ更新の容易さなどに加え、車両管理

システムとの連携も勘案した更新整備を目指します。 

実施主体 盛岡市・バス事業者・関係機関・岩手県・周辺市町 

実施スケジュール 
（年度） 

2019 2020 2021 2022 2023 2024～ 

  
 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 6-22 京都市のバスロケーションシステムの改善例 
出典：京都市交通局 

  

京 都 市 では、バス案 内 表 示 及 びディスプレイを刷 新 し、京 都 駅 のバス総 合 案 内 板 では、駅 前
から発 車 するバスの経 由 地 、行 き先 、発 車 予 定 時 刻 、接 近 情 報 を４か国 語 で表 示 していま
す。各 乗 り場 では、次 発 便 の経 由 地 、行 き先 、発 車 予 定 時 刻 、接 近 情 報 を４か国 語 で表
示 しています。 

バス総合案内板 

バス乗り場の案内 

バス事業者調整 
関係機関調整 
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図 6-23 釜石市のスマートフォンを活用したバスロケーションシステムの例 

出典：釜石市 

 
 
 
  

釜 石 市 などでは、スマートフォンを使 って、近 くのバス停 や使 いたいバス停 にあと何 分 でバスが来 る
のか確 認 でき、バス停 の位 置 や時 刻 表 なども表 示 できるバスロケーションサービス「バス予 報 」の
実 証 実 験 を行 っています。 
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事業 21 わかりやすい的確な公共交通利用情報の提供 

概 要 

公共交通の利用を促進するため、市民、来訪者・観光客も使いやすく、わかりやすい公共交

通に関する案内を検討し実施します。また、多言語表記されたバスマップの作成、中心結節

点での音声案内やスマートフォンなどを活用した情報発信を検討します。 

実施主体 盛岡市・バス事業者・鉄道事業者・タクシー事業者・商業及び観光関係機関 

実施スケジュール 
（年度） 

2019 2020 2021 2022 2023 2024～ 

   
   

 

 
図 6-24 外国人観光客への対応の取り組み 

出典：盛岡外国人観光客おもてなし便利帳 

  

事業者調整 
検 討 バスマップ作成 
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図 6-25 対象者の目的、年齢、地域別に作成した公共交通情報マップの例（部分抜粋） 
出典：和歌山市 

和 歌 山 市 の 公 共 交 通 情 報 マップ（wap+ （ワッププラス））は、シ ニア版 、観 光 版 、地 域 （北 部
版 、中 央 部 版 、南 部 ・東 部 版 、全 市 域 版 ）の6種 類 で、わかりやすさを重 視 して作 成 されています。 
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取り組み７:バス停の使いやすさの向上 

 公共交通にアクセスするバス停における待ちやすい、待てる環境づくり、徒歩や自転車での利用が容易に

なる環境づくりについて検討し、実施します。 

 

事業 22 バス停上屋の整備 

概 要 バス停における上屋などの整備について、実施箇所や整備方法を検討します。 

実施主体 盛岡市・バス事業者 

実施スケジュール 
（年度） 

2019 2020 2021 2022 2023 2024～ 

 
   

 
 

 

 
 

図 6-26 上屋・ベンチを備えたバス停（杜の道南） 

  

調 査 整備箇所の検討 
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事業 23 市民との協働によるバス停周辺の除雪の実施（雪かきくん） 

概 要 
冬期降雪時におけるバス停・周辺歩道などの除雪を市民との協働により継続的に取り組みま

す。 

実施主体 盛岡市・市民（地域）・バス事業者 

実施スケジュール 
（年度） 

2019 2020 2021 2022 2023 2024～ 

 
     

 

 

 
 

図 6-27 バス停に設置された除雪用スコップ:雪かきくん  

継続実施 
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事業 24 バス停周辺の駐輪場の整備 

概 要 
バス停まで自転車を利用し、自転車を停めてバスを利用できるように、バス停周辺における駐

輪場の確保、整備について検討します。 

実施主体 盛岡市・道路管理者・関係機関 

実施スケジュール 
（年度） 

2019 2020 2021 2022 2023 2024～ 

－ － － 
  

 

 

 

 
 

図 6-28 下前潟バス停に隣接して確保された自転車駐輪場 
 
  

調 査 整備箇所の検討 
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取り組み８:車両のバリアフリー化 

 車両のバリアフリー化について検討し、推進します。 

 

事業 25 ノンステップバス導入に対する補助制度の実施 

概 要 バス事業者がノンステップバス車両を導入する際の補助制度を継続して実施します。 

実施主体 盛岡市 

実施スケジュール 
（年度） 

2019 2020 2021 2022 2023 2024～ 

   
 

  

 

 

 

 

 

図 6-29 ノンステップバス車両への更新 
  

ノンステップバス 
乗車口に段差がない 

ツーステップバス 
乗車口に段差が２段ある 

継続実施 
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取り組み９:外国人観光客への対応の推進 

 インバウンド観光需要に対応するため、外国人観光客に対する交通案内や情報の多言語化を図ります。 

 

事業 26 交通案内や情報の多言語化 

概 要 
外国人観光客に対する車内放送、行き先表示、乗り場案内や情報の多言語化について、

観光関連部局や観光関連事業者とも連携し実施します。 

実施主体 盛岡市・バス事業者・鉄道事業者・タクシー事業者・観光など関係機関 

実施スケジュール 
（年度） 

2019 2020 2021 2022 2023 2024～ 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 6-30 京都市バスの車内案内表示の４か国語多言語化の例 
出典：京都市交通局 

  

京 都 市 バスでは、車 内 の「次 の停 留 所 名 」の案 内 を日 本 語 ・
英 語 （ローマ字 ）の表 示 から、ディスプレイモニターを更 新 し、
日 本 語 ・英 語 （ローマ字 ）・中 国 語 ・韓 国 語 の４か国 語 表
示 に変 更 しています。 
主 要 観 光 ス ポットの 最 寄 り停 留 所 では、イラスト 表 示 、停 留
所 から主 な観 光 地 までの道 順 案 内 を表 示 するほか、車 内 アナ
ウンスの多 言 語 対 応 （４か国 語 ）も行 っています。 

事業者調整 実 施 
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取り組み 10:接客サービスの向上 

 利用者の満足度を高めるとともに、運転士などのサービススキル向上、誇り意識の高揚のため、接遇や対

応の教育実施や対応マニュアルの整備に取り組みます。 

 

事業 27 運転士などの接遇や対応の教育実施や対応マニュアルの整備 

概 要 
高齢者や障がいのある方、外国人観光客などの利用者への接遇や対応に関する教育実施

や対応マニュアルの整備を行います。 

実施主体 鉄道事業者・バス事業者・タクシー事業者 

実施スケジュール 
（年度） 

2019 2020 2021 2022 2023 2024～ 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 6-31 外国人観光客接遇マニュアル（タクシーにおける対応）の例 
出典：盛岡外国人観光客おもてなし便利帳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6-32 バス事業者の接遇講習の様子 
出典：岩手県交通（株） 

  

継続実施 
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取り組み 11:環境負荷の低減 

 環境負荷の低減を図るため、自家用車利用から公共交通利用への転換を進めるとともに、公共交通自

体の環境負荷低減を図るため、車両の低炭素化に取り組みます。 

 

事業 28 EV・FCV 車両、充電・充填設備の導入・整備の検討 

概 要 公共交通における EV・FCV 車両などの導入、充電・充填設備の導入や整備を検討します。 

実施主体 バス事業者 

実施スケジュール 
（年度） 

2019 2020 2021 2022 2023 2024～ 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 6-33 市内に導入された電気バス 

 

EV 車両とは:Electric Vehicle の略で、搭載した電池の電力を動力源に電動モーターで車を駆動させる電気自動
車です。一般的には、外部から電池に充電する必要があります。 

FCV車両とは:Fuel Cell Vehicleの略で、搭載した燃料電池で発電した電力を動力源に電動モーターで車を駆動
させる燃料電池自動車です。燃料電池は燃料の水素を使って発電するため、外部から水素を充填
する必要があります。 

 
  

検 討・整 備 
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施策の柱３:利用促進への協働の取り組み 

 

取り組み 12:公共交通への関心・理解の向上、利活用意識の喚起 

 公共交通に対する関心や理解を高め、利活用する意識を喚起し、利用促進につながるよう、市民・企業

などに対する働きかけ（モビリティ・マネジメント施策）について、交通事業者、商店街や観光関連事業者

の団体などと連携して効果的な方法を検討し、既に実施している施策と合わせて取り組みます。 

 

事業 29 バスの日まつりの開催 

概 要 
市民がバス車両やバスの乗り方などに関するイベントに接する機会を通じ、バスに親しみ、関

心を高め、利用するきっかけづくりとなるよう関係機関と連携し継続して開催します。 

実施主体 盛岡市・バス事業者・関係機関 

実施スケジュール 
（年度） 

2019 2020 2021 2022 2023 2024～ 

 
     

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-34 バスの日まつりの様子 
出典：盛岡市、公益社団法人岩手県バス協会 

  

継続実施 
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事業 30 利用体験会などの開催 

概 要 

バスを利用したことがない、利用の仕方がわからないといった市民が多くいることを踏まえ、乗り

方や運賃の支払い方、時刻表の見方などについて、学校の授業や自治会などの集まり、「バ

スの日まつり」のイベント開催に合わせて実際に体験する機会を設けるよう検討します。 

実施主体 盛岡市・バス事業者・関係機関 

実施スケジュール 
（年度） 

2019 2020 2021 2022 2023 2024～ 

 
     

 
 
 

 
 

図 6-35 バス利用体験会の実施例 
出典：滝沢市 

  

検 討 
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事業 31 地区毎のモビリティ・マネジメントなどの実施 

概 要 

小学生、中学生、高校生、高齢者、転入者などの利用層別、利用環境や条件が異なる職

場や地区単位別にターゲットを明確にし、移動や交通の全般、公共交通の利用に関する情

報の提供を行いながら、移動や交通手段の選択について考え、実際の行動につながるよう、モ

ビリティ・マネジメント施策の展開について検討します。 

実施主体 盛岡市 

実施スケジュール 
（年度） 

2019 2020 2021 2022 2023 2024～ 

－ 
   

－  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 6-36 厨川駅周辺モビリティ・マネジメントの取り組み 

 

  

モビリティ・マネジメントとは、その地域や都市を、「過度に自動車に頼る状態」から、「公共交通や徒歩などを
含めた多様な交通手段を適度に（＝かしこく）利用する状態」へと少しずつ変えていく一連の取り組みを意
味するもので、ひとり一人の住民や、一つ一つの職場組織などに働きかけ、自発的な行動の転換を促してい
くコミュニケーション(対話)型の施策です。 

地区選定 手法の検討 実 施 
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事業 32 
祭事や各種イベント開催時などにおける公共交通利用の働きかけ及び利用しやすい環境づく

り 

概 要 

市内や周辺市町で開催される祭事や各種イベント開催時などにおける公共交通利用の働き

かけや、シャトルバスなどの代替交通手段の運行、一般路線バスの割引利用といった利用し

やすい環境づくりについて、観光・商業施設などの関係機関・イベントなどの主催者とも連携し

て引き続き実施します。 

実施主体 
盛岡市・観光・商業施設などの関係機関・イベントなどの主催者 

鉄道事業者・バス事業者 

実施スケジュール 
（年度） 

2019 2020 2021 2022 2023 2024～ 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 6-37 サッカー試合開催時の連絡バス運行の例 
 
  

イベントなどの開催に合わせて実施 
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取り組み 13:高齢者の移動への支援 

 高齢者の外出時の移動を支援するため、「まちなか・おでかけパス事業」について、利用状況などの把握を

踏まえながら、必要に応じて制度の見直し改善の検討も行いつつ、継続的に取り組みます。 

 

事業 33 まちなか・おでかけパス事業の継続実施 

概 要 

まちなか・おでかけパス事業は、公共交通利用促進、中心市街地活性化、高齢者の生活支

援を目的に 2012 年（平成 24 年）６月から実施している事業で、岩手県交通（株）、

岩手県北バス（株）、ジェイアールバス東北（株）の共通パスを発行する「まちなか・おでか

けパス」とIGRいわて銀河鉄道（株）の運賃を割引いた「玉山地域列車でおでかけきっぷ」の

発売を継続して実施します。 

実施主体 盛岡市・鉄道事業者・バス事業者 

実施スケジュール 
（年度） 

2019 2020 2021 2022 2023 2024～ 

 
     

 

  
 

図 6-38 まちなか・おでかけパス、玉山地域列車でおでかけきっぷの概要 
出典： 盛岡市 

  

継続実施 
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取り組み 14:市民・地元企業・交通事業者・行政の協働 

 公共交通に関する施策の検討・推進に関係者が一体的に協働して取り組めるよう、盛岡市地域公共交

通会議の活動、地域レベルで考え取り組む組織、市民が主体的に利用促進や品質向上に取り組む活

動について検討し取り組みます。 

 

事業 34 市民や地域が主体的に公共交通について考える会などの開催 

概 要 

盛岡市地域公共交通会議の開催とともに、市民や地域が主体的に関与して地域の公共交

通のあり方や確保の方策について考える組織の設立や活動の方法について検討し、市からの

働きかけなどに基づき、地元住民や関係機関との協議調整が整った地域などから活動に取り

組みます。 

実施主体 市民（地域）・盛岡市 

実施スケジュール 
（年度） 

2019 2020 2021 2022 2023 2024～ 

 
     

 

図 6-39 大学生・高校生・子育て世代との意見交換会（地域公共交通網形成計画策定時） 
 
 

事業 35 市民と交通事業者を交えた意見交換会の開催 

概 要 

地域公共交通網形成計画の推進、個別事業の展開、鉄道やバスの運行サービス内容など

に関する市民や交通事業者、行政、関係機関の意見交換会について、開催方法などを検

討し開催します。 

実施主体 市民など・盛岡市・鉄道事業者・バス事業者・タクシー事業者 

実施スケジュール 
（年度） 

2019 2020 2021 2022 2023 2024～ 

  
    

  

地区選定・会の開催 

開催方法検討 開 催 
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取り組み 15:率先する行政の取り組み 

 市は、公共交通をさらに便利で使いやすく、維持し続けるために必要な財源確保や国、岩手県、周辺市

町との連携を図るとともに、職員などが率先して公共交通を利用する環境をつくります。 

 

事業 36 市職員の通勤時、公務移動の公共交通利用の環境構築 

概 要 市職員の通勤時、公務移動の公共交通利用について、必要な環境構築を検討します。 

実施主体 盛岡市 

実施スケジュール 
（年度） 

2019 2020 2021 2022 2023 2024～ 

 
 

 
   

 

事業 37 国・県・公的団体に対する公共交通利用の働きかけ 

概 要 
国・県・公的団体の職員などの通勤時の公共交通利用促進・公務移動の公共交通利用に

ついて積極的に働きかけます。 

実施主体 盛岡市 

実施スケジュール 
（年度） 

2019 2020 2021 2022 2023 2024～ 

 
     

 
図 6-40 岩手県による公共交通利用などの利用を促す取り組み 

出典：岩手県 

先進地調査 検討・庁内調整 

実 施 
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施策の柱４:運行や事業への支援 

 

取り組み 16:交通事業者・交通事業運営団体への支援 

 公共交通のサービス拡充や運行を確保するために、既存の支援制度を継続活用するとともに、運転手不

足問題の解消などを含めた新たな支援のあり方などについて検討します。 

 

事業 38 運転士不足問題の解消など必要な支援のあり方などの検討 

概 要 

公共交通のサービス拡充や運行を維持確保するために必要な、交通に関して市が所有する

情報の提供、調査などに対する協力や実施、国・県・関係機関などとの連絡調整、既存制

度の継続活用に取り組むほか、運転士不足問題の解消などを含めた新たな支援のあり方な

どについて検討します。 

実施主体 盛岡市 

実施スケジュール 

（年度） 

2019 2020 2021 2022 2023 2024～ 

   
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6-41 運転士確保に関する取り組み（ポスター）の例 
出典：滝沢市 

継続実施 
支援のあり方検討 
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事業 39 地域が運営する交通に対する支援など 

概 要 
需要が少ない地区などにおいて交通手段を確保する場合の支援のあり方や地域（自治会や

NPO などの団体）が主体となって運行を確保する場合の支援のあり方について検討します。 

実施主体 盛岡市 

実施スケジュール 
（年度） 

2019 2020 2021 2022 2023 2024～ 

 
     

 

 

 

 

図 6-42 地域主体の交通を確保（運行）する役割分担の例 
出典：神奈川県相模原市（乗合タクシー導入の手引き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神奈川県相模原市では、「みんなで利用するので、バスや乗合タクシーを運行したい。」と考える地域に対して
「導入と運行を支援する仕組み」を設け、地域（地域組織）に必要な支援を行っています。 
乗合タクシーの場合、運行継続の条件は、「１便あたりの輸送人員 1.5 人以上、かつ全運行本数に対する実
運行本数の稼働率が 50％以上」となっています。 

支援のあり方検討 


